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　猫を外に出すと、交通事故や感染症などの危
険にさらされます。 室内で飼うことで、猫の安
全を守り、近所トラブルの防止につながります。

室内で飼いましょう

　人と猫が安心して暮らすためには、飼い主の心がけが大切です。地域みんなでマナーを守り、お互いが
幸せに暮らせるまちを目指しましょう。

猫を愛するあなたへ　～人と猫が幸せに暮らすために～

不妊・去勢手術を行いましょう

　猫は繁殖力がとても強く、交尾すると高い確
率で妊娠します。１回の出産で平均５匹、多いと
年に３回出産することもあり、その子猫が半年
で親になると、１年で 50 匹以上に増える計算に
なります。子猫が生まれてしまった場合、飼い主
が飼育できない場合がほとんどです。繁殖を望
まない場合は、必ず不妊去勢手術をしましょう。
町では手術費用の一部を助成しています。
補助金　手術費用の２分の１の額
上限額

エサやりはマナーを守って行いましょう

　ひなたぼっこをする姿や、のびのび暮らす
野良猫の姿に癒される人も多いと思います。
しかし、無責任なエサやりはふん尿やごみの
被害を招き、地域のトラブルにつながってし
まうことがあります。外で猫にエサを与える
ときは、次のことを守りましょう。
◦近所の理解を得てから行う。
◦�決まった時間に、適切な量だけ与え、置きエサ

はしない。
◦食べ終わったら片づけと清掃をする。

健康管理を行いましょう

　病気を予防するために、定期的なワクチン接
種やノミ・ダニ対策を行いましょう。日ごろの健
康チェックも大切です。

飼い主のいない猫 オス 5,000 円
メス 10,000 円

飼い猫 2,000 円

ＴＮＲ・さくらねこを知っていますか？
　ＴＮＲとは、飼い主のいない猫を捕まえて（Trap）・不妊去勢手術を行
い（Neuter）・元の場所に戻す（Return）活動のことです。野良猫がむや
みに繁殖しないようにすることで、不幸な命を増やさず、殺処分される
猫を減らすことを目的としています。手術を受けた猫は、再び捕獲されな
いように耳先をＶ字にカットします。この形が桜の花びらのように見える
ことから、「さくらねこ」と呼ばれています。

　野良猫がけがをしないよう、専
用の捕獲器を使って安全に捕まえ
ます。猫が入ったら驚かせないよう
に、布をかけて落ち着かせます。

rap：捕まえるT eturn：元の場所へ戻すR

　手術を終えた猫たちは、「さくら
ねこ」として元の公園や地域に戻さ
れます。猫は通常、一晩の休養で回復
し、翌日には元気に帰っていきます。

euter：不妊去勢手術をするN

　オスは去勢手術、メスは避妊手術を
行い、手術済みの印として耳先をＶ字に
カットします。合わせて、ワクチン接種
やノミ・ダニの駆除なども行われます。

さくらねこ
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台湾とさらなる交流促進へ
9月24日、町と丸虎国際コンサル有限会社（台湾）は、「砥部

町と鶯歌区国際交流覚書」に基づき文化、観光、経済の各分野
における広範な交流を促進するため、覚書を締結しました。

〈主な連携事項〉
◦砥部焼と鶯歌焼の歴史的なつながりに基づく文化交流の促進
◦松山・台湾便を活用した観光、人的交流の推進
◦台湾企業の砥部町への進出、町内企業の台湾進出の支援
◦�その他、本覚書の目的を達成するために両者が必要と認める

事項

労働力確保および関係人口の拡充へ
9 月 26 日、町と株式会社タイミーは、町内事業者が抱

える人材不足等の課題に対応するとともに、多様な働き
方を推進し、労働を通じた交流人口・関係人口の拡充を
目的とした連携協定を締結しました。

〈主な連携事項〉
◦町内事業者の人材確保及び雇用創出に関すること
◦多様な働き方の推進に関すること
◦産業振興に関すること
◦関係人口創出に関すること
◦双方の事業の PR に関すること

猫の命をつなぐ
活動に

ご支援ください

　町が実施している「猫の不妊去勢手術補助金」制度について、
毎年多くの申請をいただいていますが、予算がなくなり次第、
受付を終了しているのが現状です。今後もこの事業を続け、
さらに充実させていくために温かいご支援をお待ちしています。

支援方法　ふるさと納税型クラウドファンディングを
　　　　　実施します。
　　　　　※町内在住の人も、寄付をすることで税の控除を受けられます。
募集期間　11月３日～令和８年１月31日　目標金額  100万円
申込方法　ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス砥部町 GCF」
　　　　　または地域振興課の窓口でお申し込みください。

寄付は
こちらから

　 町民課  環境衛生係　☎（962）7446問

プロスポーツと連携し地域を元気に
９月 29 日、町と株式会社愛媛 FC は、スポーツを通じ

た住民の健康増進、青少年の健全育成に加え、企業版・
個人版ふるさと納税を活用した地域活性化を進めるため、
連携協定を締結しました。

〈主な連携事項〉
◦�スポーツを通じた住民の健康増進、青少年の健全育成に

関すること
◦ホームタウン活動を通じた地域活性化に関すること
◦ふるさと納税を活用した支援に関すること
◦�その他、目的を達成するために互いが必要と認める連携

協力に関すること


